
   令和  7年  5月 20日 

 

中山観光自動車株式会社 

初任運転者に対する特別な指導実施議事録 

 

実 施 日：令和 7年 5月 8日～ 5月 19日の間 

実施場所：本社営業所 

実 施 者：（運行管理者）指導歴 2年（運転歴20年） 

受 講 者：（初任運転者） 

教育項目：１．事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項 

      ２．事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法 

      ３．運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項 

          ４．危険の予測及び回避 

          ５．安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法 

      ６．ドライブレコーダーの記録を利用した運転特性の把握と是正 

          ７．安全運転の実技 

教育内容：「国土交通省一般的な指導及び監督指針のマニュアル」を活用した初任運転者 

教育マニュアルを教材として、下記の具体的内容を教育した。 

番号 教  育  内  容 実施日時 

１ 

会社概要の説明 

事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項 

・道路運送法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項及び交通ル

ール、運行指示書の遵守等を理解させ、事業用自動車を安全に運転す

るための基本的な心構えを指導教育した。 

 

5/8・9 

（  3:00  ） 

２ 

事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法 

・当該初任運転者が実際に運転する同一の車種の自動車を用い、事業用

自動車の基本的な構造及び装置の概要及び貸切バスの車高、視野、死

角及び内輪差等、他の車両との差異を理解させ、日常点検の方法を指

導した。 

 

5/9 

（  1:30  ） 

 

３ 

運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項 

・旅客運送事業の態様及び運転者の乗務の状況等に応じて、シートベル

トの着用を徹底させること、また、事業用自動車の運行の安全及び旅

客の安全を確保するために留意すべき事項を指導教育した。 

 

5/8・9 

（  2:30  ） 

４ 

危険の予測及び回避 

・危険予知訓練の手法等を用いて、道路、交通及び旅客の状況に応じて

交通事故につながるおそれのある危険を予測させ、それを回避するた

めの運転方法等を運転者が自ら考えるよう指導した。また、当該初任

運転者が実際に運転する事業用自動車と同一の車種区分の自動車を

 

5/8・9 

（  2:00  ） 

 

検

印 

社 長 実施者 

  

 



用いて、制動装置の急な操作の方法について指導教育した。 

５ 

安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方

法 

・安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車を運行する場合

においては、当該装置の機能への過信及び誤った使用方法が交通事故

の要因となるおそれがあることについて説明し、当該車両の適切な運

転方法を指導教育した。 

 

5/9 

（  1:00  ） 

６ 

ドライブレコーダーの記録を利用した運転特性の把握と是正 

・安全運転の実技を実施した時のドライブレコーダーの記録により運転

者に自身の運転特性を把握させ、安全運転に必要な指導教育した。 

5/17 

（   :30  ） 

７ 

安全運転の実技 

・実際に運行する可能性のある経路(高速道路、坂道、隘路、市街地等)

において、道路、交通及び旅客の状況並びに時間帯を踏まえ、当該運

転者が実際に運転する同一の貸切バス車両を運転させ、安全な運転方

法を添乗等により指導した。 

月 日   5/12   5/13   5/15   5/17   5/19 

時 間  3：55   7：15   2：15   7：30   5：30 

月 日   /  /   /   

時 間  ：   ：   ：   

      
 

 

 

 

合計実技 

時  間 

（  26:25  ） 

 

 

 

【教育風景】 

  

※座学にて初任教育を受講 

 

※ドラレコ視聴写真 

  

※日常点検方法を学ぶ 

  

※運転席の各装置機能の使用方法を学ぶ 

以上 


